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概要
• 目的:GSG NAB代表者が定期的に集まり、お互いの信頼関係を深めながら共通の目的を確認し、学び合い、挑戦し合い、

協働を生み出すこと。

• 日時:2022年5月23日～25日

• 場所:イタリア・トリノ（イタリアのインパクト投資・ビジネスのハブ）

• 参加者:約40か国から約100名（NABおよびパートナー組織代表者）

• 日本からの参加者:鵜尾雅隆（Japan NAB副委員⾧）、小野綾（日本アセアンセンター）、菅野文美（SIIF）



DAY 1
• 各国NAB及びNAB設立準備者同士による各国の状況共有・親睦

• 「新しいインパクトの時代」に関するパネルシリーズ



DAY 2
• GSGの2050年までのロードマップについて議論

• 各国NABのセルフアセスメントの結果共有

• 具体的施策について少人数グループで議論





DAY 3
• 前日までの議論の中でより具体的なアクション・協働を起こしていくべきトピックの洗い出し

（インパクトデータ、コミュニケーション戦略、G7&G20などにおけるロビイング、アフリカ各国NABの連携…）

• トピックごとに少人数グループに分かれ、起こすべきアクションについて議論



本会議で行われた主な議論の例
1. 年金基金によるインパクト投資への関心・取組みの増加について

• いくつかの国で年金によるインパクト投資が増えてきた（UK、オランダ、ガーナなど）
例）UK:2020年Impact Investing Principles for Pensionsを発表。2022年、12の年金基金が途上国におけるNet Zero達成に
資するインパクト投資の実行にコミット。

2. 幅広い個人が参加するインパクト投資の増加について
• 個人が参加するインパクト投資の事例が出てきた（例:2021年イスラエルのクラウドファンディングSIBs）
• より広いオーディエンスにも伝わるコミュニケーションの重要性について議論された

3. 金融機関によるインパクト投資の増加について（インパクトエコノミーへの移行）
• 各国で金融機関によるインパクト投資への取組みが急激に進んだ
• インパクトのデータ生産、情報開示基準への組み込みについて以下のステップで進めたいとの議論がされた

Step 1: ISSBによるサステナビリティ情報開示基準の策定（進行中）
Step 2: サステナビリティ情報開示基準へのインパクト情報の組み込み

例）企業価値に影響を与えるインパクト情報を組み込む（例:インパクトタスクフォース提言の一つ）
例）評価機関によるESG調査票にインパクト指標を組み込む（例:S&P CSAなど）

Step 3: インパクト・バリュエーション
例）インパクト加重会計

• IMMの次なるフロンティアについても議論がされた（指標・データのコンテクスト化、最終受益者の声、多様性や柔軟性…）
• G7、G20において、GSGと各国NABがどのような役割を果たせるのかについても議論された



G7広島に向けた取組について
１．目的

世界的なインパクト投資のムーブメントを促進するため、2023年G7日本開催においてインパクト投資（及び社会課題
解決に貢献する投資）について言及等の成果を目指す。

２．主な経緯
2013年 Ｇ7ロンドンサミット（Ｇ８インパクト投資タスクフォース設置）
2019年 Ｇ20アルゼンチンサミット（首脳宣言でインパクト投資言及）
2020年 Ｇ20大阪サミット（安倍総理が議⾧発言でインパクト投資の推進を発言）
2021年 Ｇ7ロンドンサミット（Impact Taskforce を設置）
2021 年 Ｇ20イタリアサミット（GSGがSustainable Finance Working GroupのKnowledge Partnerに）

３．アクション案
・財務トラック、シェルパトラックの双方での可能性を主要関係者ヒアリングを通じて把握
・GSG本部政策チームやG7各国NABの協力も得つつ、最適な働きかけシナリオを検討
・サミット後の日本における政策等のアクションへのつなぎ方の戦略的検討

４．お願い
・G7広島に向けた日本NAB内の有志タスクチームの設置の際にはご関心ある方はぜひご参加ください。



（参考）
経済財政運営と改革の基本方針2022 について（ 令和４年６月７日 閣議決定 P12 ）

（社会的インパクト投資、共助社会づくり）
「成⾧と分配の好循環」による新しい資本主義の実現に向け、これまで官の領域とされ てきた社会課題の解決に、民の力を
大いに発揮してもらい、資本主義のバージョンアップ を図る。寄附文化やベンチャー・フィランソロフィーの促進など社会
的起業家の支援強化 を図る。

従来の「リスク」、「リターン」に加えて「インパクト」を測定し、「課題解決」を資本主義におけるもう一つの評価尺度
としていく必要がある。また、社会課題の解決と経済成⾧ の両立を目指す起業家が増えており、ソーシャルセクターの発展
を支援する取組を通じて、 その裾野を広げるとともに、更にステップアップを目指す起業家を後押しする。

こうした観点から、新たな官民連携の形として、民間で公的役割を担う新たな法人形態 の必要性の有無について検討するこ
ととし、新しい資本主義実現会議に検討の場を設ける。 あわせて、民間にとっての利便性向上の観点から、財団・社団等の
既存の法人形態の改革 も検討する。休眠預金等活用法37施行５年後の見直しに際し、これまでの取組について評 価を行い、
出資や貸付けの在り方、手法等の検討を進め、本年度中に結論を得るなど、必 要な対応を行う。ＳＩＢを含む成果連動型民
間委託契約方式（Pay For Success:ＰＦＳ） を通じて、複雑化する社会課題の効率的、効果的解決を促進し、さらに、社
会的インパク ト投資資金を呼び込むための環境整備に取り組む。ソーシャルボンドについて、プロジ ェクトの実施による社
会的な効果を適切に開示できるようにする。ガイドラインの整備を 図り、社会課題ごとに、発行主体の参考となる指標の例
を示す。起業家教育に当たっては、 社会的起業家を育成するシステムの強化を検討する。


